
　
現
在
、
高
校
生
相
当
年
齢
の
子
ど
も

の
医
療
費
は
、
医
療
機
関
の
窓
口
で
支

払
い
を
し
た
後
に
、
自
己
負
担
額
と
の

差
額
を
受
け
取
る
た
め
の
申
請
が
必
要

で
す
。

　
8
月
か
ら
は
、
受
給
券
を
使
用
す
る

こ
と
で
、
中
学
3
年
生
ま
で
の
医
療
費

助
成
と
同
じ
よ
う
に
、
医
療
機
関
の
窓

口
で
の
支
払
い
を
自
己
負
担
額
の
み
に

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

対
象
＝
高
校
生
相
当
年
齢（
15
歳
に
な
っ

た
後
の
最
初
の
4
月
1
日
〜
18
歳
に

な
っ
た
後
の
最
初
の
3
月
31
日
）の

子
ど
も

自
己
負
担
額
＝
入
院
1
日
2
0
0
円
、

通
院
1
回
2
0
0
円
、
調
剤
は
無
料

（
市
町
村
民
税
所
得
割
非
課
税
世
帯

は
入
院
・
通
院
も
無
料
）

　
ま
た
、
8
月
以
降
に
、
同
月
内
・
同

一
医
療
機
関
で
受
診
す
る
場
合
、
入
院

は
11
日
目
以
降
、
通
院
は
6
回
目
以
降

の
自
己
負
担
額
は
無
料
と
な
り
ま
す

（
中
学
3
年
生
ま
で
の
医
療
費
も
対
象

で
す
）。

受
給
券
の
発
行
に
は

申
請
が
必
要
で
す

　
対
象
と
な
る
高
校
生
相
当
年
齢
の
子

ど
も
の
保
護
者
に
申
請
書
類
を
送
付
し

ま
す
。
6
月
23
日
㈮（
当
日
消
印
有
効
）

ま
で
に
、
同
封
の
返
信
用
封
筒
を
使
っ

て
返
送
し
て
く
だ
さ
い
。

受
給
券
を

使
用
で
き
な
か
っ
た
場
合
は

　
県
外
の
医
療
機
関
を
受
診
し
た
時
な

ど
、
受
給
券
を
使
え
な
か
っ
た
場
合
は

申
請
す
る
こ
と
で
支
払
っ
た
医
療
費
と

自
己
負
担
額
の
差
額
が
受
け
取
れ
ま
す
。

申
請
窓
口
＝
子
育
て
支
援
課（
市
役
所

2
階
）、
健
康
増
進
課（
保
健
福
祉
館

内
）、
下
総
・
大
栄
支
所

申
請
期
間
＝
支
払
日
の
翌
月
か
ら
2
年

以
内

申
請
方
法
＝
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（http 

s://w
w
w
.city.narita.chiba.jp 

/kosodate/page136500_000 

17.htm
l

）ま
た
は
申
請
窓
口
に
あ
る

申
請
書
と
必
要
書
類
を
申
請
窓
口
へ

※
く
わ
し
く
は
子
育
て
支
援
課（
☎

20
‐
1
5
3
8
）へ
。

８
月
か
ら
使
え
る
受
給
券
を
発
行
し
ま
す

高
校
生
等
医
療
費
助
成

市
で
は
、
高
校
生
相
当
年
齢
の
子
ど
も
に
か
か
る
医
療
費
の
一
部
を
助
成
し
て
お
り
、
8
月
か
ら
は
子
ど
も

医
療
費
助
成
受
給
券（
受
給
券
）を
利
用
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
事
前
に
必
要
な
申
請
方
法
な
ど
に
つ
い

て
、
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

不 足 が 見 込 ま れ る

介 護 人 材 市 の 状 況 は さ ま ざ ま な 生 涯 学 習 の 場

対象 受診年月 受給方法 自己負担額 備考

高校生相当
年齢の子ど
も

令和4年4月
～5年7月

医療機関で支払い後、
申請が必要 入院1日200円、

通院1回200円、
調剤は無料
（市町村民税所得割非課
税世帯は入院・通院も
無料）

─

令和5年8月
から

受給券を使用可
（発行には申請が必要）

同月内・同一医療機関で受診する場合、入院は
11日目以降、通院は6回目以降は無料

中学3年生
まで

令和5年7月
まで

受給券を使用可
─

令和5年8月
から

同月内・同一医療機関で受診する場合、入院は
11日目以降、通院は6回目以降は無料

高校生相当年齢以下の子ども医療費
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